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専門家派遣制度のご案内 

商工会では、中小企業の方々が抱える様々な経営課題に対し、専門的な知識と経験を有する専門家を無料で

派遣し、経営相談や技術指導、経営改善のアドバイスを行う専門家派遣制度を実施しています。 
 

【伴走型小規模事業者支援推進事業】 

 ■内 容：経営分析及び経営計画策定に関するアドバイスを行う事業 

 ■対 象：小規模事業者 

【事業継続力強化アドバイザー派遣事業】 

■内 容：事業承継や経営課題に関するアドバイスを行う事業 

■対 象：中小企業者、組合、任意グループ 

【制度改正等の課題解決環境整備事業】 

 ■内 容：働き方改革、生産性向上、その他政策課題に関するアドバイスを行う事業 

 ■対 象：会社及び会社に準ずる営利法人、個人事業主、一定の要件を満たした特定非営利活動法人 

【事業環境変化対応型支援事業】  

■内 容：エネルギー・物価高騰、インボイス、新型コロナ、省エネ、最低賃金引上げ、デジタル化など、

事業環境変化に伴う課題解決を支援する事業 

■対 象：会社及び会社に準ずる営利法人、個人事業主、一定の要件を満たした特定非営利活動法人 

【エキスパートバンク事業】 

■内 容：小規模事業者が必要とする専門的・実践的な技術や技能に関するアドバイスを行う事業 

■対 象：小規模事業者、創業者 

【経営安定特別相談事業】 

 ■内 容：経営を左右するような重大な課題が発生した事業所に対して、弁護士等を派遣する事業 

■対 象：中小企業者 
 

〇過去の派遣実績 

 経営分析・経営計画策定、事業承継計画策定、補助金申請に係る事業計画策定、資金繰り支援、SNSを活

用した販売促進、新商品開発、就業規則の見直し、現場改善・人材育成による生産性向上、法人成り、原

価計算、取引先とのトラブル解決、創業計画、健康経営の導入、廃業支援など 

〇派遣した専門家 

中小企業診断士／弁護士・司法書士／公認会計士・税理士／社会保険労務士／ITコンサルタント 他 
 

 ※専門家派遣制度に関する申し込みは、商工会（担当：伊藤、多々納）までお問い合わせください。 

 

松江市 商業・サービス業等省エネ対策支援事業補助金 松江市 製造業省エネ対策支援事業補助金 

中小企業者や個人事業者が電力・ガス等の価格高

騰対策として、エネルギーコストの削減を図るため

に必要な設備機器の更新を行う事業。 

■募集期間 

 令和 5年 8月 16日～令和 6年 2月 29日 

■対象業種 

 飲食、卸・小売、宿泊、建設、医療・福祉、サービ 

ス業等（農林水産業、製造業除く） 

■お問い合わせ 

 松江市役所商工企画課 省エネ補助金担当 

 TEL：0852-55-5036 

  

※対象者、補助対象経費、補助率などは同封のチラ

シ又は松江市ＨＰをご参照ください。 

エネルギー価格高騰の影響を受けている市内製造

業者が取り組む省エネ効果の高い生産設備等導入並

びに製造現場の改善を支援する事業。 

■募集期間 

 令和 5年 7月 14日～令和 6年 1月 31日 

■対象業種 

製造業のみ 

 

■お問い合わせ 

 まつえ産業支援センター 

 TEL：0852-60-7101 

  

※対象者、補助対象経費、補助率などは同封のチラ

シ又は松江市ＨＰをご参照ください。 



商工会員アンケートへのご協力のお願い 

この度、県内全商工会において「商工会員アンケート」を実施することになりました。 

本アンケートは、商工会を取り巻く環境が大きく変化する中で、これまでの商工会の取組の検証と今後の商

工会のあり方を検討するために実施するものです。 

 つきましては、下記の通り実施いたしますので、ご多忙の折とは存じますが、ご協力くださいますようお願

い申し上げます。 

 １．送付物 （１）商工会員アンケート 1部 

（２）アンケート返信用封筒 1部 

２．アンケート実施内容 

  ・商工会ニュース（R5.Vol4）に同封の「商工会員アンケート」にご回答願います。 

  ・ご記入後、返信用封筒（後納郵便封筒）に入れて、令和 5年 8月 31日（木）までに最寄りの郵便ポス 

トへ投函してください。 

 ３．ご記入にあたって 

   アンケートは令和 5年 7月 31日現在の東出雲町商工会員に送付させて頂いております。 

   回答内容は無記名ですので、貴事業所の名称やご担当者が特定されることはありません。 

今後の事業運営に反映させたいと考えていますので、是非とも忌憚のないご意見をよろしくお願いいた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





市内で製造業を主たる事業として営む中小企業者  申請対象者 

  

松江市製造業省エネ対策支援事業（原油価格・物価高騰対策） 

問い合わせ先 

松江市 産業経済部 まつえ産業支援センター 

［TEL］０８５２-60-7101 / ［MAIL］misc-hojokin@city.matsue.lg.jp 

エネルギー価格高騰の影響を受けている市内製造業者が取り組む 省エネ効果の高い生産設備

等の導入並びに製造現場の改善を支援する。 

 １．設備導入（省エネ対策）支援事業補助金 ［担当：太田・小林］ 

既存の生産設備・ユーティリティ設備を省エネ効果の高い設備へ更新する経費を支援 

対象 

補助率 

上限額 

下限額 1/2以内 

補助対象経費の 

生産設備・ユーティリティ設備等の更新に要する経費 

令和5年7月14日から令和６年1月31日まで 

※予算がなくなり次第受付終了 

※事業完了：令和6年２月29日まで 

※実績報告：令和6年3月８日まで（必着） 

県の補助金との併用可 / 審査会なし（支援機関の確認必須） / ユーティリティ設備：生産設備

を稼働させるために必要な電気、水、燃料、空気、熱・冷気等を供給する設備 / 空調設備、給

湯器、変圧器、冷凍冷蔵設備、モーター、コンプレッサーなどが対象 / 現地調査有り / 新規導

入不可 /  中古不可 / 更新前機器の撤去・廃棄に係る費用不可 / 導入設備によってはグ

リーン購入法やトップランナー制度を満たす必要あり。  

備考 

  

 ２．現場改善（省エネ対策）支援事業補助金 ［担当：太田・種野］ 

生産設備・ユーティリティ設備の省エネ効果を高めることを目的とした製造現場の改善活動を支援 

対象 

補助率 

上限額 

下限額 
 1/2以内 

補助対象経費の 

省エネ効果を高める現場改善活動に要する経費等 

令和5年7月14日から令和６年1月31日まで 

※予算がなくなり次第受付終了 

※事業完了：令和6年２月29日まで 

※実績報告：令和6年3月８日まで（必着） 

県の補助金との併用可 / 審査会なし / 事業実施のための省エネ診断OK / 空調室外機の遮

熱・遮光カバー設置、冷却管・蒸気配管等への断熱材取付、ダクト増設、遮熱シート設置、ス

マートメーター・インバーター設置、LED照明設置等 / 現地調査有り / 現場改善に伴う改修

工事OK / 導入設備によってはグリーン購入法やトップランナー制度を満たす必要あり。  

備考 

令和5年4月1日以降発注OK！ 

ユーティリティ設備も対象！ 

【注意点】  

実績報告：令和6年3月8日(金)まで 

本事業は国の交付金を活用した事業のため、事業の完了後は速やかな実績報告にご協力くだ

さい。上記〆切を過ぎた場合、補助金の交付ができない場合があります。 

県と市の補助金の併用を検討される場合は、事前に松江市までご相談ください。 

［下限］ 20万円 

［上限］ 300万円 

令和5年4月1日以降発注OK！ 

LED照明も対象！ 

令和５年７月１３日版 

申請

期間 

申請

期間 

松江市HPへ 

松江市HPへ 

［下限］ 20万円 

［上限］ 300万円 


